
 

 

 

吸収分割にかかる事前備置書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年１１月２７日 

株式会社キユーソー流通システム 

エル・プラットフォーム株式会社 

  



2023 年 11 月 27 日 

各位 

東京都調布市調布ケ丘三丁目５０番地１ 

株式会社キユーソー流通システム 

代表取締役社長 西尾 秀明 

 

千葉県松戸市上本郷６５番地１ 

エル・プラットフォーム株式会社 

代表取締役社長 田中 勝久 

 

吸収分割にかかる事前開示書類 

 

（吸収分割会社：会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に基づく開示事項 

吸収分割承継会社：会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則 192 条に基づく開示事項） 

 

吸収分割会社：株式会社キユーソー流通システム（以下「キユーソー流通システム」とい

います。）及び 吸収分割承継会社：エル・プラットフォーム株式会社（以下「エル・プラッ

トフォーム」といいます。）は、2023 年 11 月 27 日付で吸収分割契約書を締結し、効力発生

日を 2024 年４月１日として、キユーソー流通システムの松戸地区における倉庫事業の一部

（以下「本承継対象事業」といいます。）について、その権利義務をエル・プラットフォー

ムに承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにいたしましたの

で、会社法の規程に基づき、以下のとおり開示いたします。 

なお、キユーソー流通システムにおいては会社法第 784 条第 2 項に定める簡易吸収分割

となります。 

 

１． 吸収分割契約の内容 

 

別紙１に記載のとおりです。 

 

２． 分割対価の相当性に関する事項 

 

（１）本吸収分割に関する権利義務の対価に関する事項 

吸収分割承継会社であるエル・プラットフォームは、本吸収分割に際して、吸収分割会

社であるキユーソー流通システムに対して、エル・プラットフォームの普通株式 250 株

を交付します。エル・プラットフォームからキユーソー流通システムに交付される株式



については、承継する資産の時価評価額及び移管する事業価値等を踏まえ、双方協議・

交渉のうえ合意に至ったものであり、相当であると判断しております。 

 

（２）資本金及び準備金の額に関する事項 

本吸収分割によりエル・プラットフォームの資本金の額が増加し、準備金の額が増加し

ませんが、本吸収分割後におけるエル・プラットフォームの事業内容及び本承継対象事

業に関する権利義務に照らして相当であると判断しております。 

 

３．効力発生日に剰余金の配当等として、吸収分割承継会社の株式を吸収分割会社の株主に

交付する旨の決議に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

４．吸収分割会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項についての定めの相

当性に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

５．吸収分割会社の計算書類等に関する事項 

 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

キユーソー流通システムは、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出し

ております。最終事業年度にかかる計算書類については、「金融商品取引法に基づく

有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」又はキユーソ

ー流通システムの下記 Web サイトよりご覧いただけます。 

https://www.krs.co.jp/ir/securities.html 

 

（２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

６．吸収分割承継会社の計算書類等に関する事項 

 

（１） 最終事業年度に係る計算書類等 

https://www.krs.co.jp/ir/securities.html


 

エル・プラットフォームは、最終事業年度がないため、吸収分割承継会社成立の日にお

ける貸借対照表は以下のとおりです。 

 

設立時貸借対照表 

［2023 年 10 月 2 日時点］ 

エル・プラットフォーム株式会社 

（単位：千円） 

資 産 の 部 純 資 産 の 部 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

      4,212 

4,212 

株 主 資 本 

資 本 金 

      4,212 

4,212 

資 産 合 計 4,212 純 資 産 合 計 4,212 

 

（２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

７．吸収分割会社及び吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

 

吸収分割会社であるキユーソー流通システム及び吸収分割承継会社であるエル・プラ

ットフォームのそれぞれの資産及び負債について、本吸収分割の効力発生日以後にお

ける両社の債務の履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在のところ認識

されておらず、当該効力発生日以後においても、両社の資産の額は負債の額を十分に上

回ることが見込まれており、両社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題な

いものと判断しております。 

 

８．吸収分割契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記の事項に変更

が生じたときにおける変更後の当該事項 

 

本吸収分割にかかる事前備置開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の

内容を直ちに開示いたします。 

 

以上  



別紙１ 

  



  



  



  



 

  



 


